
「子ども・子育て支援事業計画」実施状況
　＜基本方針Ⅰ　子どもが心豊かに育つまちづくり＞　　★重点施策

5か年(H27～R1)の実績及び達成度を選んだ理由

指標名 Ｒ元年度目標値 Ｒ元年度実績値 H30年度実績値

1

★

子どもの居場所づくり事業

（コミュニティ関係業務）

子ども育成

課

子どもたちに安心で安全な居場所を提供し、異年

齢交流や体験活動などの機会を与えるため、子ど

もの居場所づくりを推進する。コミュニティでの

居場所づくり事業の推進、人材育成、情報発信な

どを行う。市内12 地区すべてのコミュニティで子

どもの居場所づくり事業を協働で行う。

12地区コミュニティへ対し居場所づくり事業を委託し、コ

ミュニティ内の各部会等が中心となって月１回程度の講座・

イベントを企画・開催する。子どもの居場所整備事業補助金

を活用し、市内１ヶ所の整備を予定している。

12地区コミュニティへ対し居場所づくり事業を委託し、コミュニティ

内の各部会等が中心となって月１回程度の講座・イベントを企画・開

催した。実績として、12地区で358回実施し、合計9,434名の参加が

あった。また、子どもの居場所整備事業補助金を活用し、日の里地区

にて子どもの居場所づくり用備品（ハンモック、物置）等の整備を

行った。

B

①子どもの居場

所づくり事業参

加者数

②実施地区数

①6,000人

②12地区

①9,434人

②12地区

①10,156人

②12地区

B

市内全12地区で子どもたちの安全で安心な居場所づく

りを推進し、異年齢交流や体験活動などの機会を提供

した。また、居場所整備事業では、子どもが自然や遊

具を活用して体験できる環境整備を実施し、地域にお

ける子どもの居場所づくりを推進した。

2

★

子どもの居場所づくり事業

（プレーパーク業務）

子ども育成

課

子ども基本条例の理念を基に子どもの体験活動の

推進を図るため、子どもが自由な発想で遊ぶ「子

どもプレーパーク」の運営と「出張プレーパー

ク」、「放課後プレーパーク」の拡充、中高生を

対象とした居場所づくりを行う。

宗像市子ども基本条例の「居場所づくり」推進のため、市民

活動団体「With Wind」へ業務委託し、プレーパーク事業を

実施する。メイトムでの子どもプレーパーク他、市内各地で

出張プレーパークも実施を予定している。

市民活動団体「With Wind」へ業務委託を行い、令和元年度はメイト

ム横広場にて、年間95回プレーパークを実施し、合計3,407名の参加

があった。また、月１回程度市内４カ所で放課後プレーパークを実施

（1,051名の親子が参加）し、市広報紙に毎月掲載した。中高生の居

場所づくりも行い、発達支援センター等を会場に119人（年間12回開

催）の参加があった。

B

①プレーパーク

参加者数

②実施回数

①3,407人

②95回

①3,112人

②96回

B

市民活動団体「With Wind」に委託して子どもが自由

な発想で遊ぶ「子どもプレーパーク」を開催し、子ど

もの居場所づくりを推進した。また、「出張プレー

パーク」、「放課後プレーパーク」、「中高生の居場

所づくり」を実施することで、子ども基本条例第14条

に規定する子どもの居場所の拡充を図った。

3

★
子ども育成推進事業

子ども育成

課

子ども基本条例関連施策の推進を図る。子ども基

本条例が目指す子どもにやさしいまちづくりを推

進する施策の展開が子どもの自尊感情を高め、個

性を伸ばすことで将来の夢を持つ子どもの育成に

繋げる。世界一行きたい科学広場、夏の課外授

業、わくわく体験報告会など子どもの体験活動の

充実を図る。

子ども・子育て支援法、次世代育成支援対策推進法、子ども

基本条例に基づく宗像市子ども・子育て支援事業計画につい

て次世代育成支援対策審議会への報告、審議を通じて進捗管

理、見直しを行う。夏の課外授業、わくわく体験報告会など

を実施することで子どもの体験活動の充実を図る。街頭啓発

や市民向け学習会等を行い、子ども基本条例の啓発活動及び

関連施策の推進を図る。（世界一行きたい科学広場は平成30

年度で終了）

（第1期）宗像市子ども・子育て支援事業計画の進行管理を行うとと

もに、次世代育成支援対策審議会の意見をいただきながら第2期計画

の策定作業を行った。夏の課外授業、わくわく体験報告会等を開催

し、体験活動（自然体験、社会体験等）を推進した。

市民等に向けた子ども基本条例の啓発を「子どもの権利に関する講演

会」等で行った。（合計27回）

市立学校においても宗像市子どもの権利の日がある11月に子ども基本

条例パンフレットを配布するとともに子ども基本条例や子どもの権利

を扱った授業等を実施した。

B

将来の夢、目標

を持っている中

学生の割合（学

習意識調査結

果）

75% 72% 72% B

子ども・子育て支援法等に基づく宗像市子ども・子育

て支援事業計画について次世代育成支援対策審議会へ

の報告、審議を通じて事業の適切な進捗管理を行うこ

とができた。市民等へ子ども基本条例の啓発を行い、

市民協働による各種体験活動が充実することで、子ど

も基本条例が目指す子どもにやさしいまちづくりを推

進することができた。

4

★
子どもまつり事業

子ども育成

課

乳幼児から高齢者までが楽しく参加し、異年齢交

流ができる子どもまつりを開催する。各種体験

ブースやステージ発表を通じて、子どもが大人と

関わり様々なことを体験できる場を設けたり、ま

つりの企画運営に携わる子ども実行委員を経験さ

せることで、子ども一人ひとりの育ちを支援す

る。

子どもまつり実行委員会等設置要領、子ども基本条例に基づ

き、子どもまつりを運営する。子どもの意見表明の機会を提

供するとともに様々な体験、活動や発表の場を提供する。子

どもまつりの企画に子ども実行委員を関わらせ、また子ども

の育成支援等に関わる団体等による子どもまつり実行委員会

を組織し、11月に子どもまつりを開催する。

「子どもまつり実行委員会」及び「子ども実行委員会」を規定する

「子どもまつり実行委員会等設置要領」を制定し、子どもの意見表明

の機会を提供するとともに様々な体験活動や意見表明の機会を提供し

た。子ども実行委員8名、中高生ボランティア17名、参加団体57団

体。当日来場者約7,500名。 A
子ども関係出展

(店）者数
40団体 57団体 41団体 B

「子どもまつり実行委員会等設置要領」を制定し、

「子どもまつり実行委員会」及び「子ども実行委員

会」を設置して子どもまつりを開催した。まつりで

は、毎年40団体以上の出展・出店があり、8千人程度

が来場し、子どもを中心としたまつりとなった。子ど

もまつり実行委員会及びまつり本番では子どもの意見

表明の場や、活動発表の場を提供した。子どもまつり

事業が市民とともに取り組む「子どもにやさしいまち

づくり」の象徴となってきた。

5

★
小学生宿泊体験事業 教育政策課

小学生が、宿泊体験活動を通じて異学年での共同

生活や学習活動を行い、他者と関わる力や集団生

活におけるマナー、基本的な生活マナー、基本的

な生活習慣を身につけることを目指す。福津市と

協働して長野県松本市からの交流使節団との小学

生相互交流を行い、違う生活文化をもった子ども

たちと接することにより、生きた都市間交流と社

会教育を行う。

宗像市立学校在籍の小学生に対し、宗像市内の宿泊施設を利

用した小学校宿泊学習事業の交流活動等に係る経費の補助を

行う。

長野県松本市から小学生を迎え入れ、文化・環境・生活習慣

の異なる地域の子どもと共に生活を直接体験することを通し

て、宗像市・福津市の子どもたちの健全育成を図る。

宗像市立学校在籍の小学生に対し、小中一貫教育の推進及び児童の自

主性や規範意識の醸成を目的とした宿泊学習事業において、市内宿泊

施設を利用した際に係る経費の補助を行った。

長野県松本市から小学生を迎え入れ、文化・環境・生活習慣の異なる

地域の子どもと共に生活を直接体験することを通して、宗像市・福津

市の子どもたちの健全育成を図った。

B
小学校宿泊体験

実施学校数
15校 15校 15校 B

宗像市立学校在籍の小学生に対し、市内の宿泊施設利

用に対する補助を行うことで、校内及び校外の小学生

による交流活動を推進することができた。

長野県松本市の小学生との交流を行うことで、文化・

環境・生活習慣の異なる地域の小学生との交流を通し

て、宗像市・福津市の小学生の健全育成を図った。

6

★

中学生職場体験事業（ワクワ

クＷＯＲＫ）
教育政策課

中学生の職業観・勤労観を育み心豊かにたくまし

く生きる能力を養うため、市内事業所などの協力

を得て5 日間の職場体験を行う。

家庭・学校・地域と連携し、中学校の2年生及び義務教育学校

の8年生に対して職場体験活動を行う。

また、市内事業所に対して、受入れの協力依頼を行う。

9月9日から13日の5日間にわたり、中学校2年生及び義務教育学校8年

生を対象に、市内の228事業所において職場体験活動を行い、直接働

く大人と接することで、働くことを理解し、将来の夢や自分の適性に

ついて考える機会を設けた。
B

将来の進路を考

えるきっかけと

なった子どもの

数

95% 95% 94% B

成果指標である「将来の進路を考えるきかっけとなっ

た子どもの数」が高水準を保っており、生徒からのア

ンケートについても勤労観を養うことができた旨の回

答が多数あったため、計画通りに実施できたと考え

る。

7 特別支援教育推進事業 教育政策課

特別支援教育に対する保護者の理解を促し、特別

な支援を必要とする児童生徒が適切な教育を受け

られるよう教育環境を整備する。

巡回相談(県事業等)の円滑な運用のために、各校への情報提供

等を行う。また、専門家による相談事業の実施により、学校

及び地域の教育支援体制の整備を行う。

特別な教育支援を要する児童生徒に対応するため、特別支援

教育支援員の配置を行う。

子どもの就学先について、医学的・心理学的・教育的な診断

を行い、保護者への的確な助言を行う。

巡回相談(県事業等)の円滑な運用のために、各校への情報提供及び周

知を行った。また、専門家による相談事業の実施により、学校及び地

域の教育支援体制の整備を進めることができた。

支援を要する児童生徒が安心して学校生活が送れるよう、特別支援教

育支援員の配置を行った。

子どもの就学先については、就学相談において医学的・心理学的・教

育的に診断、教育支援委員会による総合的な判断により、最適な教育

環境について保護者への的確な助言を行い、児童生徒の希望に応じた

就学率90%以上を維持することができた。

B
本人の希望する

先への就学率
100% 96% 92% B

巡回相談(県事業等)を通した専門家による相談事業を

積極的に行ったことにより、教育支援体制の整備を進

めることができた。

特別な教育支援を要する児童生徒に対応するため、特

別支援教育支援員を増員したことで、教育体制の充実

に努めた。

子どもの就学先について、医学的・心理学的・教育的

な診断を行い、保護者への的確な助言を行ったことに

より、本人の希望に応じた就学率が90%以上を維持

することができた。

第１期計画

達成度

Ｒ元年度
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1



「子ども・子育て支援事業計画」実施状況
　＜基本方針Ⅰ　子どもが心豊かに育つまちづくり＞　　★重点施策

5か年(H27～R1)の実績及び達成度を選んだ理由

指標名 Ｒ元年度目標値 Ｒ元年度実績値 H30年度実績値

第１期計画

達成度

Ｒ元年度

評価

成果の目標値
令和元年度の実施計画事業名 【所管課】 事業概要 令和元年度実施状況

8 適応指導教室運営事業
子ども支援

課

適応指導教室(教育サポート室エール)を設置・運

営し、不登校の児童生徒の自立する力を養い、学

校に復帰できるようにする。

適応指導教室(教育サポート室エール)を運営して、通室生に対する集

団適応指導・生活習慣指導・体験活動・個に応じた学習指導・教育相

談等により学校復帰に向けた意欲の醸成等を図るとともに、関係機関

との連携、保護者支援を行う。また、市内の小中学校に在籍する不登

校児童生徒に関する情報収集と情報交換を行い、学校と連携して通室

につなげるための働きかけを行う。また、家庭訪問相談支援事業を新

設し、学校や教育サポート室エールに通うことができない不登校状

態、特に引きこもりがちな傾向の児童生徒及びその保護者に対して、

児童生徒本人やその保護者の希望にもとづいて「家庭訪問相談指導

員」が定期的に家庭を訪問し、信頼関係の構築を手掛かりに、エール

への通室、在籍している小・中・義務教育学校への登校や社会的自立

を目指す。

適応指導教室（教育サポート室エール）に通う子どもの生活習慣指導や体験活

動、個に応じた学習指導を行うとともに、保護者に対する教育相談や支援を

行った。また、学校や関係機関と連携し、市立学校に在籍する不登校児童生徒

に関する情報収集と情報交換を行い、通室につなげるための働きかけを行っ

た。

令和元年度不登校の児童生徒が昨年度の1.5倍に増えた。中学３年生６人の進

学と４人の不登校復帰が実現した。その要因は、体験活動の効果的な実施が考

えられる。

令和元年度にスタートした「家庭訪問相談支援事業」では、学校や教育サポー

ト室エールに通うことができない不登校状態、特に引きこもりがちな傾向の児

童生徒及びその保護者に対して、児童生徒本人や保護者の希望に基づいて「家

庭訪問相談指導員」が定期的に家庭訪問を行い、教育相談や支援を行った。

B
通室生の学校復

帰率
70%

新学期開始

時点での学

校復帰率・

進学率：

86.6％

通室生の不登

校解消率：

30%

B

適応指導教室を運営して、通室生に対する集団適応指

導・生活習慣指導・体験活動・個に応じた学習指導・

教育相談等により学校復帰に向けた意欲の醸成等を

図った。また、市内の小中学校に在籍する不登校児童

生徒に関する情報収集と情報交換を行い、学校と連携

して保護者支援を行い、通室につなげるための働きか

けを行った。H31.3.31時点での不登校解消率は30%

だが、H31.4.1時点での進級・進学については、70%

の学校復帰につなげることができた。

9 教育相談事業

教育政策課

子ども支援

課

市内小中学校にスクールカウンセラーなどの心の

専門家を派遣し、学校の教育相談機能を高め、児

童生徒の抱える心の問題を改善・解決し、もって

不登校やいじめなどの生徒指導上の諸問題の解決

につなげる。教育委員会に相談員を設置し、保護

者・地域から寄せられる相談などに対応し、諸問

題の迅速な解決につなげる。

市内すべての中学校（義務教育学校後期課程含む。）と教育

委員会にスクールカウンセラー（臨床心理士）を配置し、児

童生徒へのカウンセリング、カウンセリング等に関する教職

員及び保護者に対する助言・援助、児童生徒等の心のケアを

中心とした指導助言等行う。引き続き、教育委員会に教育相

談員を設置し、地域や保護者からの学校に関する相談・要望

等に対応するとともに子ども支援課に移管されたスクール

ソーシャルワーカーとの連携を図っていく。市内小中学校に

２人のスクールソーシャルワーカーを派遣し、拠点校を４校

区、それ以外については派遣校として、いじめ、不登校、非

行及び家庭環境の問題に対応する。

中学校においては、市内全ての中学校（義務教育学校後期課程含む）

へ県費でスクールカウンセラーを派遣すると共に、市費においても補

填を行った（2校）。小学校においても、希望校へ市費でスクールカ

ウンセラーの派遣を行い、全市立学校における教育相談体制を推進し

た。

また、教育委員会に設置した教育相談員への令和元年度相談件数は

107件（延べ数）で、平成30年度相談件数43件（延べ数）を大きく上

回っており、教育相談事業の活用が進んでいる結果と考えられる。要

保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議に参加し、スクールサ

ポーター、スクールソーシャルワーカー、教育サポート室エール、子

ども家庭相談室、学校等との情報共有・連携を行うなど、いじめ、不

登校等の問題に対応した。

B

相談解決率（教

育相談員が対応

した事案につい

て解決または何

らかの改善が図

られた割合）

100% 100% 100% B

市立全ての中学校に県費スクールカウンセラーを派遣

しつつ、市費においても補填を行い、小学校について

は、市費スクールカウンセラーの派遣を行い市立学校

の教育相談体制の整備を続けてきた。学校において、

緊急対応を必要とした際には、スクールカウンセラー

スーパーバイザーの派遣を行うなど柔軟に対応した。

また、教育委員会に教育相談員を配置し、電話相談や

必要に応じて学校へ出向くなどし、教育相談環境の充

実を図ってきた。

10 障害児通所支援など事業 福祉課

未就学児に、日常生活の基本的な動作の指導、集

団生活への適応訓練など支援を行う。（児童発達

支援）就学児に、生活能力の向上のために必要な

訓練、社会との交流の促進などの支援を行う。

（放課後等デイサービス）入浴や排泄、食事の介

護など、自宅での生活全般にわたる介護を行う。

（居宅介護）介護者が病気の場合などに、短期間

の施設入所により入浴や排せつ、食事の介護など

を行う。（短期入所）家族の負担の一時的な軽減

を図るため、障害者支援施設などにおいて、活動

の場の提供や見守りなどを行う。（日中一時支

援）

障害児通所支援の適切なサービス提供体制を確保するととも

に、子どもの発達過程や障がい種別・障がい特性に対応した

サービス内容と質の充実を図る。

また、日常生活等における支援として、居宅介護や短期入

所、日中一時支援等のサービスを提供する。

放課後等デイサービス連携会議を活用し、研修や事業所間の

情報交換等を行うことにより、提供するサービスの質の向

上・充実を図る。

障害児通所支援に関しては、適切に支給決定を行い、支援の確保を

図った。（児童発達支援利用者数：215人、放課後等デイサービス利

用者数：286人（年度末時点））また、日常生活等における支援に関

して、短期入所や日中一時支援等サービスについても適切な支給決定

を行った。（居宅介護：12人、短期入所：35人、日中一時支援：27

人（年度末時点））

支援における連携体制に関して、定期的に放課後等デイサービス連携

会議（令和元年度は5回）を開催し、関係事業所と連携し、情報共有

を図った。

B
介護給付費等給

付額
－

・障害児通所

給付費等：

537,316千円

・居宅介護給

付費：

68,624千円

・短期入所給

付費：

46,706千円

・日中一時支

援委託費：

3,144千円

・障害児通所

給付費等：

435,799千円

・居宅介護給

付費：58,768

千円

・短期入所給

付費：45,126

千円

・日中一時支

援委託費：

3,081千円

B

障害児通所支援に関しては、適切に支給決定を行い、

支援の確保を図ってきた。

また、日常生活等における支援として、居宅介護や短

期入所、日中一時支援等のサービスを提供してきた。

支援における連携体制に関して、Ｈ29年度から放課後

等デイサービス連携会議を開催し、関係事業所と連携

し、情報共有を図り、支援の質の向上に努めてきた。

11
知的障害者施設（のぞみ園）

運営事業

子ども支援

課

市内在住で、発達に支援が必要な未就学児とその

保護者を対象に通園による療育を行う。

・児童発達支援事業所「のぞみ園」において、未就学児とそ

の保護者を対象にした安心、安全な療育を実施する。

・障害児相談支援事業に取り組む。

・発達に支援が必要な就学前の子どもを対象に、「のぞみ園」で児童

発達支援事業（療育）を実施した。

・相談事業も滞りなく行った。
B 利用登録件数 - 172件 182件 B

・利用者の増加に伴い、指導員を増員して療育体制の

充実を図った。

・利用計画作成率を70％から100％に伸ばすことがで

きた。

12
発達障害支援事業 子ども支援

課

①主に中学生までの子どもとその保護者の総合相

談窓口として、電話や窓口、面談、子どもの支援

に必要な各種検査実施、医師の診察を実施②相談

後、子どもの支援に必要な連携調整を各機関（医

療・教育・福祉など）と行い、支援構築を行う。

③市内保育所・幼稚園への巡回相談④発達障害に

関する専門研修の開催⑤市民啓発⑥発達障害など

に関する市民自主支援団体への活動支援⑦庁舎内

外関係機関との連携調整発達障害などに関する市

民自主支援団体への活動支援は、必要時適宜。庁

舎内外関係機関との連携調整は必要時迅速に行

い、支援体制を構築していく。

・発達に関する総合相談窓口として市民の相談に対応し、関

係機関と連携した適切な発達の支援を行う。

・保育所・幼稚園・認定こども園の巡回相談や職員研修等を

実施する。

・発達障がいに関する市民講演会や講座等を実施する。

・発達に関する総合相談窓口として、延べ2,561件の面談や電話等に

よる相談に対応した。また、支援に必要な発達検査や医師の診察、庁

内外関係機関との連絡調整を行った。

・保育所、幼稚園、認定こども園における巡回相談を各所2回実施

し、延べ810件ついて支援のアドバイスや共有を行った。

・発達支援室での相談、巡回相談や就学時健康診断等の情報を活用

し、園訪問による保育所、幼稚園、認定こども園と小・中・義務教育

学校との連携を支援し、年長児が安心して就学を迎えられるよう努め

た。年長児就学のための、入学校への申し送り件数は196件。

・保育所、幼稚園、認定こども園の職員等を対象にした専門研修会や

市民を対象とした講演会を実施した。市民講演会の参加人数は70人。

B 総合相談件数 - 2561件 2263件 B

発達に関する総合相談窓口として、内外部の関係機関

と連携した支援を行ってきた。特に、市内保育施設や

小・中・義務教育学校との連携により、早期の療育や

適切な就学につなぐ取り組みが定着している。

13
発達障害早期発見事業 子ども支援

課

年中（満４歳）幼児対象。宗像医師会、宗像園医

会、宗像市幼稚園連盟、宗像市保育所連盟と行政

が共同し、各園が行う内科健診に併設して健康診

断を実施する。成長発達に支援が必要な児童や要

保護児童を早期発見、早期支援につなげる。また

様々な保護者の育児の悩みに対応することで、不

安軽減の機会とする。なお、市外の保育所・幼稚

園などの利用者は市が実施する乳幼児健診を受診

する。

・市内の保育所・幼稚園・認定こども園と連携した年中健診

を実施する。

・年中健診(満4歳児)は863人（受診率97％）が受診し、発達に支援

が必要な子どもを相談や発達検査、療育につないだ。

事後フォローは100％実施した。

B 健診受診率 97% 95% B

健診受診率はほぼ95％で推移し、健診後のフォローも

徹底してきた。保護者が就学を見据えて子どもの発達

を確認する機会になっている。

2



「子ども・子育て支援事業計画」実施状況
　＜基本方針Ⅰ　子どもが心豊かに育つまちづくり＞　　★重点施策

5か年(H27～R1)の実績及び達成度を選んだ理由

指標名 Ｒ元年度目標値 Ｒ元年度実績値 H30年度実績値

第１期計画

達成度

Ｒ元年度

評価

成果の目標値
令和元年度の実施計画事業名 【所管課】 事業概要 令和元年度実施状況

14 小中一貫教育推進事業 教育政策課

生きる力を身に付けた子どもの育成に向けて、中

学校区ごとに共通の目標を設定し、その実現のた

めに協働して義務教育９か年で一貫したカリキュ

ラムのもと教育活動を実践する小中一貫教育を推

進する。家庭・地域と協働する小中一貫教育を目

指し、①つなぎ役となる学園コーディネーターの

設置　②学校運営評議委員会による評価　③家庭

学習強化の取組みなどを行う。

６中学校区に学園コーディネーターを１名ずつ配置し、学校

間や学校と地域・家庭が円滑に連携できるよう連絡調整を行

うとともに、小中一貫教育推進のため、授業支援、教職員の

人材育成および広報活動等を行う。研究指定２年目である玄

海中学校区の研究発表に向けた活動を支援する。小中一貫教

育全国サミットで先進事例の情報収集および実践発表による

情報発信を行う。小中一貫教育を広く周知し、学校・家庭・

地域が協働する教育活動をさらに推進するため、学校やＰＴ

Ａから企画を募ってＰＲ活動を行う。今年度から中央中・日

の里中校区の２学園でコミュニティ・スクールのモデル事業

を実施する。

６中学校区に学園コーディネーターを１名ずつ配置し、学校間や学校

と地域・家庭が円滑に連携できるよう連絡調整を行うとともに、小中

一貫教育推進のため、授業支援、教職員の人材育成および広報活動等

を行った。

研究指定２年目である玄海中学校区の研究発表に向けた活動を支援。

小中一貫教育全国サミットで先進事例の情報収集および実践発表によ

る情報発信を行った。今年度から中央中・日の里中校区の２学園でコ

ミュニティ・スクールのモデル事業を開始し、今後の全校コミュニ

ティ・スクール導入に向けての準備・検討を行った。

B
中１不登校数

兼務発令数

9人

20件

31人

19件

18人

20件
B

第Ⅱ期小中一貫基本方針に基づき、研究指定校による

実践発表、学園コーディネーターを６学園に１名ずつ

配置、各学校に公用車を配備等計画どおりに実施する

ことができた。さらに、平成３０年度には義務教育学

校「宗像市立大島学園」を開校することができた。ま

た、令和元年度から中央中・日の里中校区の２学園で

コミュニティ・スクールのモデル事業を実施すること

ができた。

15 学力向上支援事業 教育政策課

「確かな学力」の育成や特別な支援を要する児童

生徒への指導のため、指導方法の工夫改善に取り

組む小中学校に対して学力向上支援教員を配置し

て、きめ細やかな指導及び個に応じた指導の充実

を図る。

児童生徒の学力向上に向けて、市立学校に学力向上支援教員

を昨年度当初予定と同数の22人を配置し、ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞによる

学習指導、習熟度別・課題別学習などの少人数指導及び小中

一貫教育推進のための兼務教員の後補充、兼務授業、小学校

教科担任制度に伴う補助等を行う。放課後学習指導を行う学

生ボランティア等の安定的な参加を促進するため、昨年度に

引き続き、福岡教育大学と協働連携した事業展開を行う。ま

た、各学校のニーズに合わせたボランティア派遣を行うた

め、教育連携コーディネータと各学校で調整を行いより参加

しやすい事業内容を引き続き調整していく。学校・家庭・地

域の協働による学力向上の取組みとしてＰＴＡや地域に向け

た情報発信や啓発活動を行うとともに各地域で行われる学習

活動を支援する。

児童生徒の学力向上に向けて、市立学校に学力向上支援教員を昨年度

当初予定と同数の22人を配置し、ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞによる学習指導、習熟

度別・課題別学習などの少人数指導及び小中一貫教育推進のための兼

務教員の後補充、兼務授業、小学校教科担任制度に伴う補助等を行っ

た。放課後学習指導を行う学生ボランティア等の安定的な参加を促進

するため、昨年度に引き続き、福岡教育大学と協働連携した事業展開

を行った。また、各学校のニーズに合わせたボランティア派遣を行う

ため、教育連携コーディネータと各学校で調整を行い、より参加しや

すい事業内容について調整した。学校・家庭・地域の協働による学力

向上の取組みとして、ＰＴＡや地域に向けた情報発信や啓発活動を行

うとともに各地域で行われる学習活動を支援した。

B

①小６テスト

（国・算）の平均

正答率

　

②中３テスト

（国・数）の平均

正答率

（全国平均正答率

100％）

①105％

②105％

①103.8％

②106.0％

①106.2％

②102.9％

B

学力向上支援教員を配置し、ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞによる学習

指導、習熟度別・課題別学習などの少人数指導及び小

中一貫教育推進のための兼務教員の後補充、兼務授

業、小学校教科担任制度に伴う補助等を行うととも

に、学生ボランティアによる放課後学習支援を行っ

た。きめ細やかな指導や個に応じた指導の充実を図

り、児童生徒の学力向上に向けた取組を計画どおりに

実施できた。

16 学校支援ボランティア事業 教育政策課

小中学校が地域住民、保護者、市内・近隣の大学

との連携を図り、学校支援ボランティアとして協

力してもらえる人材を発掘、活用することで地域

の教育力を活かし、教育活動の更なる充実を図

る。

学生ボランティアの安定的な参加を促進するため、福岡教育

大学と協働連携した事業展開を行う。また、各学校のニーズ

に合わせたボランティア派遣を行うため、教育連携コーディ

ネータと各学校で調整を行い、より参加しやすい事業内容を

整備する。学校・家庭・地域の協働による学力向上の取組み

としてＰＴＡや地域に向けた情報発信や啓発活動を行うとと

もに、各地域で行われる学習活動を支援する。

各学校のニーズに合わせて予算を配分し、より多くのボランティアが

活動できるよう努めた。

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染防止による休校措置等によ

り、３学期の活動は減少した。 B
ボランティア延

べ人数
- 2,946人 3,546人 B

各学校のニーズに合わせ、流動的に予算を配分し、よ

り多くのボランティアを派遣することができた。市内

の大学・学校・家庭・地域の協働による学力向上の取

組みとして、ＰＴＡや地域に向けた情報発信や啓発活

動を行うとともに、各地域で行われる学習活動を支援

することができた。

17 学校情報化事業 教育政策課

小中学校の教職員及び児童生徒が教育ネットワー

ク及びパソコン機器のＩＣＴ機器を障害発生なく

活用できるよう保守管理を行う。

校務支援システムの運用を継続する。また、小・中学校教職

員が使用するパソコン・プリンタ・サーバ等機器及びソフ

ト、児童生徒が使用する教育用パソコン等について更新する

とともに、特別支援学級に対してタブレットを導入する。

中学校において、校務支援システムの運用を開始したことで、全ての

市立学校において新たな校務支援システムの導入が始まった。

教職員が使用するパソコン、プリンタ、サーバ等の機器について更新

を行った。

また、生徒が使用するパソコン教室のパソコン及びソフトの更新を

行った。

さらに、特別支援学級に対してタブレットを導入した。

B
授業がわかりや

すいと感じる子

どもの割合

90% 88% 78% B

成果指標である「授業がわかりやすいと感じる子ども

の割合」を高水準に保つことができ、機器の更新につ

いて計画通り行うことができた。また、校務支援シス

テムを全校に導入し、教職員の負担軽減を図った。

18 学校情報化モデル検証事業 教育政策課 廃止

19 ＡＬＴ派遣事業 教育政策課

小学校の外国語活動及び中学校の外国語科におい

て、発達段階に即した効果的かつ継続的なＡＬＴ

の活用を図ることで、小・中学校の児童生徒に積

極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を

身に付けさせるとともに、「聞く・話す・読む・

書く」の４技能をバランスよく身に付けた「英語

が使える宗像の子」の育成を図る。福岡教育大学

と協働・連携し、外国語教育における教職員の指

導力向上を図る。コミュニティ・センターにＡＬ

Ｔを配置し、地域における外国語活動の場を提供

する。

中学校区に1人程度のALTを配置するとともに、学校とALTを

連携させるALTマネージャーと教員の指導力向上を目的とした

英語指導員を配置する。引き続き外国語活動推進校を指定

し、ＡＬＴの常駐校とする。また、外国語に「出会う」→

「慣れ親しむ」→「深める」→「生かす」活動を通して、

「『聞く・話す・読む・書く』の４技能のバランスのとれた

コミュニケーション能力を身に付け、積極的にコミュニケー

ションを図ることのできる子ども」の育成を図る。

中学校区に1人程度のALTを配置し、授業やその他の活動において積極

的に児童生徒が語りかける機会を設けることで、英語の学習に対して

好意的な考えをもつ児童生徒の増加につながった。

また、令和2年度から英語が教科化されることに伴い、小学校に英語

指導員を配置することで、教職員の指導力向上に努めた。

B
「英語勉強好

き」の中３の割

合

79% 72% 68% B

ALTとの授業について、おおむね6～7割の児童生徒が

肯定的に受け止め、積極的にかかわろうとする姿勢が

できつつある。外国語に「出会う」→「慣れ親しむ」

→「深める」→「生かす」活動を通して、「『聞く・

話す・読む・書く』の４技能のバランスのとれたコ

ミュニケーション能力を身に付け、積極的にコミュニ

ケーションを図ることのできる子ども」の育成につな

げていくことができていると考える。

また、ALTマネージャーを配置することで、学校と

ALTの連携を深め、よりよいALTの活用につながって

いる。
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20 幼児教育振興事業
子ども育成

課

幼児教育の多様な展開に対応するため、保育士と幼稚園

教員の資質及び専門性の向上を図り、保育所・幼稚園と

小学校の連携・接続を強化し、小学校生活に活かせるよ

うにする。家庭や地域社会の教育力を高め、子どもがの

びのびと育つ環境を整備する。幼児教育と小学校教育の

連携を強化し、円滑な接続を図るため、宗像市幼児教育

振興プログラムに基づく施策を推進する。保幼小連携だ

よりの発行やHPの活用により、保幼小の連携・接続強化

の取り組みを広く周知する。保育参観事業及び小学校統

一入学説明会の実施を推進する。「保幼小接続期におけ

る学びのめやす（仮称）」などの活用による家庭と保幼

小の幼児教育の協働を推進する。

幼児教育審議会、幼児教育研究協議会、保育所・幼稚園・認定こども

園（以下、「保幼認」という）連絡会、保幼認等教員研修会、保幼認

小連絡会を開催。（第3期）幼児教育プログラムの配布・周知を行う

とともに、幼児教育研究協議会で各施策を具現化する事業等を検討す

る。

保幼小連携事業として、6月に園長・小学校長向けの保幼認小連絡会

と、現場の先生同士の情報交換会を行う。また、1月には、幼稚園の

保育参観と意見交換会を行う。

保幼認等教員研修会は、「インクルーシブ教育システムの構築につい

て」を内容とし、取組みや課題について協議する。

2月には、小学校統一入学説明会を開催。保幼小の連携・接続の取り

組みを周知するために保幼小連携だよりの発行を行い、HPを活用す

る。「学びのめやす」「スムーズな小学校入学に向けてあ」の関係者

への配布と、子育て中の家庭向けパンフレット「ぎゅっと」を健診の

時に配布する。

幼児教育振興プログラムの方向性の確認と課題について、幼児教育審議会で協

議を行った。また、幼児教育研究協議会では、幼児教育振興プログラムの進捗

状況を確認しながら、次年度事業計画について協議を行った。保幼認小義連絡

会では「インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の推進」の

研修を受け、保幼認小との連携・接続の強化を図った。幼児教育に関する協議

や情報の共有及び意見交換等を保育所・幼稚園・認定こども園連絡会で行い、

総合的な幼児教育の充実を図った。保幼認等教員研修会は、幼児教育振興プロ

グラムの６つの基本施策の５番目の特別な支援及特別な配慮が必要な子どもに

対する総合的な支援の推進を行った。保幼小の連携・接続のため、2月に行っ

た統一入学説明会では保育士・幼稚園教諭・保育教諭の小学校訪問の機会を設

けた。「学びのめやす」「スムーズな小学校入学に向けて」の配布と、子育て

中の家庭向けパンフレット「ぎゅっと」を健診の時に配布した。保幼小の連

携・接続の取り組みを周知するために保幼小連携だよりの発行を行った。

B

保幼小連絡会、

保幼連絡会、保

育士・幼稚園教

員研修会の参加

者数

255人 329人 362人 B

宗像市幼児教育振興プログラムに基づき、幼児教育の充実を

図るため、幼児教育審議会や幼児教育研究協議会などで市の

幼児教育の方向性や具体策などを協議・検討し、連絡会で、

研修会や情報交換会を実施し、さらなる保幼小連携事業の充

実や幼児教育の推進を図った。

21 学校施設管理 学校管理課

児童・生徒が安心して自ら学校に行きたいと思う

ことができるよう、学びの場として充実した環境

を整備する。

市内小中学校の教育環境の充実、児童の安全性の向上のた

め、河東中学校大規模改造２期工事、小中学校普通教室への

空調設備整備などを行う。

市内小中学校の教育環境の充実、児童の安全性の向上のため、河東中

学校大規模改造３期工事、大島学園改修工事、小中学校普通教室への

空調設備整備を行った。
B

施設の不備によ

る事故発生件数
0件 0件 0件 B

計画的な改修工事等を行うことにより、児童生徒が安

心して学ぶことのできる教育環境を提供することがで

きた。

22 学校教育振興事務 教育政策課

児童生徒、教職員、保護者がより良い教育を受け

られるように、指導図書や教材を整備する。

開かれた学校づくりに向けた学校・地域・市民活動団体等と

の連携を行う。各団体の活動に対する補助金・負担金の交付

を行う。離島の中・高・大学生の通学定期券購入の補助を行

う。

開かれた学校づくりを目指した連携を行うとともに、円滑な学校運営

に向けた補助金の交付等の支援を行った。
B － － － B

開かれた学校づくりに向けた連携を進めるとともに、

円滑な学校運営に向けた支援を行うことができた。

23
学校・家庭・地域連携食育推

進業務
学校管理課

市内小中学校児童生徒が、生涯にわたり健康的で

豊かな生活を送ることができるようになることを

目指し、食に関する正しい知識と望ましい食習慣

を身につけさせる。

学校給食をとおして食育を推進する。学校・家

庭・地域が連携し、地元産物を利用した和食・魚

食事業を展開し、望ましい食習慣の理解を深めさ

せる。地元生産者と連携し、体験型の食育を推進

することで、食についての関心を深め、子どもの

郷土愛を育む。

子どもたちに望ましい食習慣を身に付けさせ、また食に関す

る関心と理解を深める。地域の農水産物生産者との連携を強

化するため、学校・家庭・地域連携食育事業で、若手生産

者・魚さばき隊等をゲストティーチャーとして活用する。学

校給食をとおして食育を推進する。

各学校で生活科や国語などの教科の内容と関連して工夫を凝らし、小

学校及び義務教育学校前期課程において食育事業を全校で実施した。

自ら育て、調理することで嫌いな野菜を食べられるようになった、生

産者との交流を通じて食べ物に対する感謝の気持ちをもった、郷土料

理を通じて郷土の歴史や特色を知り、地域に対する愛着がわいたと

いった一定の学習効果が得られた。
B 事業実施割合 100% 100%

100％

小学校・義務

教育学校前期

課程を対象

B

地域の生産者などゲストティーチャーの指導により育

てた野菜を使用した給食や自ら調理した料理を食べる

ことで、地域とのつながり、生産者への感謝の心や食

に関する興味や理解を深めることができた。実施校も

増え小学校・義務教育学校前期過程では全校実施とな

り、学校ごとに特色のある取り組みが実施できた。

24 学校給食管理運営業務 学校管理課

市内小中学校児童生徒の心身の健全な発達のため

に、安全で栄養バランスのとれた学校給食を提供

し、日常生活における正しい食事のあり方と望ま

しい食習慣の形成、食文化の理解を深める。生産

者、家庭、地域と協働し、地産地消を通じた学校

での食育に取り組む。和食給食、郷土料理給食、

ジビエ給食（イノシシ肉）などを提供を検討し、

食文化や食の歴史の理解を進める。

調理業務委託は、昨年度選定した事業者と仕様を詰めて契約

を行い、８月からの業務開始後も引き続き安全・安心な学校

給食を提供する。計画に基づき、日の里西小、河東小の厨房

機器等の更新を行う。

安全・安心な学校給食を提供するため、河東小、日の里西小他の厨房

機器更新、日の里西小のエアコン更新を行った。

B
学校給食をとお

した食の指導実

施学校数

21校 21校

21校

（大島学園が

義務教育学校

となったた

め）

B

地島小給食室の改築、厨房機器更新計画に沿った機器

の更新、アレルギー対応マニュアルの改訂に取り組

み、安全・安心な学校給食の提供に努めた。

25 食育推進事業 健康課

食を基本とした心身の健康づくりが行えるよう、

市民・地域・学校・生産者・企業などと連携し

て、食生活に関する正しい知識、郷土料理及び地

産地消の普及を図り、一人ひとりの取り組みにつ

なげる。食生活改善推進会をはじめ関係団体と協

働し、食生活に関する正しい知識の普及を行う。

農水産物直売所などを通し、宗像産の農水産物を

使った料理と食生活に関する正しい知識の普及を

図る。

①「第2次健康むなかた食育プラン」に沿って、食育推進と進

行管理を行う。

②食生活改善推進員の育成・活動支援を行う。

③食生活に関する正しい知識や郷土料理、地産地消の普及

を、食生活改善推進会をはじめ、関係機関・団体と連携しな

がら行う。

①「第2次健康むなかた食育プラン」に沿って、食育推進と進行管理

を行った。

②食生活改善推進員の育成・活動支援を行った。

③食生活に関する正しい知識や郷土料理、地産地消の普及を、食生活

改善推進会をはじめ、関係機関・団体と連携しながら行った。 B
むなかた食の応

援店認定数
30店 23店 22店 B

食育の普及啓発については、概ね計画通りに実施でき

ているが、食の応援店の登録数が伸び悩んでいるため

26 就学前健康診断事業 教育政策課

就学予定者に対して、学校医及び学校歯科医によ

る健康診断を行い、必要に応じて入学前の治療を

促すとともに、就学相談を行い、適正な就学がで

きるようにする。

発達支援センター、子ども家庭課と連携して、市内小学校に

入学予定者に対する健康診断を実施し、入学前児童の健康状

態を把握する。

発達支援センター、子ども家庭課と連携して、市内小学校に入学予定

者に対する健康診断を実施し、入学前児童の健康状態の把握を行っ

た。また、健康診断後には各校ごとに情報提供を行った。
B

就学時健康診断

受診率
99% 99% B

就学予定者に対して、入学前に早期治療を促すことが

できた。発達支援センターと連携し、適正な就学相談

を行うことができた。

27 学校保健事業 教育政策課

小中学校の児童生徒が安全で健康な学校生活を送

ることができるよう小中学校に学校医、薬剤師を

配置し、健康診断を行う。学校活動中の怪我、疾

病に対して日本スポーツ振興センターの保険を適

用することで治療費などに関する保護者の経済的

負担を軽減する。

小中義務教育学校に学校医、薬剤師を配置し、全児童生徒に

対して健康診断を行う。学校活動中の児童生徒の怪我等につ

いて把握し、補償のための日本スポーツ振興センター保険に

関する加入・請求等の事務を行う。　教職員に対する健康診

断実施、産業医の設置やストレスチェック等を実施する。

市立学校に学校医、薬剤師を配置し、児童生徒の健康診断を行うこと

で、健康状態の把握に努めた。

また、教職員に対する健康診断を実施するとともに、産業医の設置や

ストレスチェック等を適宜行うことで、教職員の健康維持に努めた。
B

教職員健康診断

受診率
63% 62% B

小中義務教育学校に対して、学校医、薬剤師を適切に

配置するとともに、全児童生徒に対して漏れなく健康

診断を行い、健康状態の把握を行った。教職員に対す

る健康診断の実施、産業医の設置やストレスチェック

等を実施することで、教職員の健康維持に努めた。
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28 読書活動推進事業 図書課

子どもや子育て中の保護者が、ともに本に親しみ

市民図書館を身近に感じることができるよう充実

を図る。また、ボランティア、市民活動団体、コ

ミュニティ運営協議会と協働で、小さなころから

本に親しむ機会を創出、子育て世代が何度も行き

たくなるような図書館サービスを提供する。

・宗像市読書のまちづくり推進計画に沿って、適正な管理運

営を行い、各種事業を展開する。

・深田分館利用者用コピー機を更新する。

・電子図書館サービスを導入する。

・「宗像市読書のまちづくり推進計画」に沿って、各種事業を実施し

た。

・ボランティアと協働でおはなし会を実施して、子どもや子育て中の

保護者に本に親しむ機会を提供した。参加人数：2,694人

・図書館振興財団の助成金により電子図書館サービスを導入し、利用

者サービスの向上を図った。

・深田分館利用者コピー機を更新した。

B
講座・イベント

等参加者数
10,000人 7,436人 15,224人 B

宗像市読書のまちづくり推進計画に沿って、計画的に

各種事業を実施した。

ボランティア、市民活動団体と協働で、おはなし会や

イベントを実施して、子どもや子育て中の保護者が本

に親しむ機会を提供した。

29 学校図書館推進事業 図書課

子どもが、学校図書館を通して読書の楽しさを知

ることで、豊かな心の育成を図るとともに情報の

利活用能力を養う。また、自ら考え、調べ、行動

し、生きる力を身につけさせる。学校、家庭、地

域と協働し、児童・生徒の読書活動、調べ学習を

推進する。図書館の活用を推進することで、「読

む力」と「調べる力」が身につく環境を提供す

る。

・学校司書のスキルアップを図るため、研修会を開催する。

また、学校との連携（図書館担当教諭を含めて）を図ってい

く。

・学校図書館機能を十分に発揮するため、学校図書館の整備

や研修会を行う。市図書館を使った調べる学習コンクール、

小学生読書リーダー養成講座、中学生読書サポーター養成講

座の開催と充実を図る。

・学校図書館システム用パソコン及びプリンタを更新し情報

環境の向上を図る。

・宗像市読書のまちづくり推進計画に基づき、学校図書館の

段階的な地域開放の実現に向けて、調査、研究を行う。

・さまざまなジャンルの本を紹介する手法の一つである「ブックトー

ク」をテーマに、学校司書研修会を6回開催した。

・各学校で教諭と学校司書が連携して授業を実施した。

・先進地から講師を招き、学校司書及び図書館教育担当教諭を対象に

研修会を開催しスキルアップを図った。

・市図書館を使った調べる学習コンクールに全学校が参加。2,307作

品の応募があり、39作品を全国コンクールに出品した。

・小学生読書リーダー養成講座及び中学生読書サポーター養成講座を

開催し、受講した計56人の児童生徒が2学期以降、各学校で読書活動

を推進した。

・学校図書館システム用のプリンタを更新し業務の効率化を図った。

B
1学級当たりの

図書館活用の時

数

・小学校30

時間

・中学校10

時間

・小学校25

時間

・中学校8時

間

・小学校25

時間

・中学校10

時間

B

宗像市読書のまちづくり推進計画に沿って学校図書館

機能の充実を図るとともに環境整備に取り組んだ。ま

た、児童・生徒が自主的に調べ学習や読書を行い、本

の楽しさや大切さを発信、啓発する仕組みを構築し

た。

学校司書と司書教諭の、授業における連携の推進につ

いては課題を残した。

30

市民文化芸術活動推進事業

＜No30：文化芸術振興事業

（次世代文化・芸術育成事

業）＞

＜No31：市民文化活動振興

事業＞

文化スポー

ツ課

※Nｏ30とNo31を統廃合

【Nｏ30】伝統文化の将来の担い手である子どもたちに

子どものころから本物の芸術文化を鑑賞・体験でき、ま

たさまざまな伝統文化に触れることができる環境を提供

する。市民活動団体、コミュニティ運営協議会、宗像ユ

リックスなどと協働し、文化芸術活動の場づくりや学習

機会の充実を図る。将来を担う子どもに宗像ユリックス

やコミュニティ・センターなど身近な場所で音楽など本

物の文化芸術にふれられる機会を提供する。

【Nｏ.31】文化協会の事業補助と事務局支援、ユリック

スでの芸術鑑賞体験事業、アマチュア文化芸術出前隊、

データベースシステム構築、プロ芸術家派遣制度、文化

芸術活動団体補助、芸術祭、吹奏楽祭、文化祭、こども

芸術祭、伝統文化継承事業を行う。

伝統文化次世代継承事業として、継続して伝統文化出前授業

と伝統文化出前コンサートを実施し、体験する機会を創出す

る。

芸術祭、吹奏楽祭、文化祭、こども芸術祭を継続して実施

し、子どもの参加を促す。

宗像ユリックス・宗像市出身の画家である中村研一・琢二出

身の南郷地区の市民と連携し、「大きなクスの木の下で」美

術館展を実施し、身近な環境で美術作品を鑑賞する機会を創

出する。

伝統文化出前授業を、赤間小、地島小、玄海中、中央中で実施。合計

258人が参加した。また、夏の課外授業として実施した伝統文化体験

プログラムでは、40人が舞踊、民謡、華道、三曲を体験した。

芸術祭は福岡Ⅰブロック芸術文化のつどい宗像開催のために中止した

が、吹奏楽祭、文化祭、こども芸術祭を継続実施。中学校吹奏楽部員

や市内のこども芸術団体など多くの参画があった。

「大きなクスの木の下で」美術館展は新型コロナウィルス感染拡大防

止のため中止となった。

C

①事業の入場者

（芸術祭、吹奏

楽祭、文化祭、

こども芸術祭）

②文化芸術活動

事業補助金活用

件数

①12,000人

②10件

①6,726人

②4件

①7,849人

②3件

B

伝統文化次世代継承事業を継続的に実施し、子どもた

ちに体験する機会を創出することができた。

また、芸術祭、吹奏楽祭、文化祭、子ども芸術祭を実

施し、多くの子どもたちに文化芸術に触れる機会を提

供できたが、目標値には至らなかった。
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★
グローバル人材育成事業

子ども育成

課

小・中学生を中心とした青少年を対象に、語学力

やコミュニケーション力を身につけるだけでな

く、自国の文化を学び、異国の文化に触れる機会

の充実や国際交流の推進を図りながら、グローバ

ル人材の育成を図る。子どもたちの動機づけを図

るとともに、主体性、チャレンジ精神、他者との

協調性など、グローバル人材に必要な能力の向上

を図る。市民や地域、企業や団体、大学などと積

極的に連携してグローバル人材育成につながる事

業を実施できるよう、受け皿となる組織を設立、

運営する。

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、関係部署、関係団体の活

動を支援、コーディネートしていく。学校や地域、団体、企業等と積

極的に連携を図り、宗像国際育成プログラムや海外研修事業、宗像ガ

イド事業、イングリッシュ・キャンプ等を実施するとともに、APCC

や日本の次世代リーダー養成塾等と協力し、グローバル人材を育成す

る。宗像市グローバル人材育成協議会を中心に大学や市内国際交流団

体等と連携し、国際交流、事業参加者の交流や活動の場を提供するこ

とによりグローバル人材を育成する。宗像市グローバル人材育成プラ

ンの進捗管理を実施する。グローバル人材育成事業の効果的な実施の

あり方について検討を行う。

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、学校や地域、企業との連

携を図りながら、むなかたガイド、宗像国際育成プログラム、グロー

バルアリーナ滞在団体等との交流、市内在住外国人や留学生の交流事

業、アジア太平洋こども会議のホームステイ事業などを実施した。

また後期プラン策定にあたって、宗像市グローバル人材育成協議会を

4回開催し、プランの進捗や、今後の事業内容や実施形態の見直し等

の意見交換を行った。

B
英語を勉強する

ことが好きな中

学生の割合

70% 71% 68% B

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、各種人材

育成事業を実施するとともに産学官が連携した協議会

においてプランの進捗管理を行い市内人材育成の充実

が図れた
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★

日本の次世代リーダー養成塾

事業

子ども育成

課

全国の高校生を対象とした「日本の次世代リー

ダー養成塾」を本市で開催し、市内高校生への参

加機会や市民への受講機会を提供するとともに、

全国に宗像市をＰＲする。

同塾は、グローバル化が急速に進む世界におい

て、各分野で世界に伍して活躍できるリーダーを

育成する必要がある。このことから日本のリー

ダーになるための、日本の文化や歴史に対する

しっかりとした知識と認識だけでなく、世界につ

いての幅広い知識を身に付け、自らの意見を的確

に主張できる能力を養うことを目的とした講義や

ディスカッションを行っている。

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、関係部署、関係団体の活

動を支援、コーディネートしていく。学校や地域、団体、企業等と積

極的に連携を図り、宗像国際育成プログラムや海外研修事業、宗像ガ

イド事業、イングリッシュ・キャンプ等を実施するとともに、APCC

や日本の次世代リーダー養成塾等と協力し、グローバル人材を育成す

る。宗像市グローバル人材育成協議会を中心に大学や市内国際交流団

体等と連携し、国際交流、事業参加者の交流や活動の場を提供するこ

とによりグローバル人材を育成する。宗像市グローバル人材育成プラ

ンの進捗管理を実施する。グローバル人材育成事業の効果的な実施の

あり方について検討を行う。

日本のリーダーになるための幅広い知識を身に付け、自らの意見を的

確に主張できる能力を養うことを目的とし、「日本の次世代リーダー

養成塾」事務局と連携しながら、7月26日～8月8日の約２週間の塾を

開催した。アジア近隣諸国や全国の高校生あわせて185人が参加し、

そのうち宗像市枠として、市内在住の高校生３人が参加した。27人の

講師を招き、様々な分野の講義を受け、ディスカッションや野外活動

を実施した。 B
次世代リーダー

塾の延べ参加者

数

26人 26人 23人 B

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、各種人材

育成事業を実施するとともに産学官が連携した協議会

においてプランの進捗管理を行い市内人材育成の充実

が図れた
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★
国際交流支援事業

子ども育成

課

民間レベルでの国際交流活動の充実･発展、国際交

流団体同士の連携の促進や事業の実施を支援し、

市民の異文化への理解と国際感覚の醸成を図る。

青少年国際交流事業補助金事業の運営を行う。

宗像市地域国際交流連絡協議会を中心に国際交流や事業参加者の交流

や活動の場を提供するとともに、市民レベルの国際交流活動がさらに

推進するよう同協議会の組織運営体制の見直しを検討する。

宗像地域国際連絡協議会において、市内在住の外国人や留学生と市民

が交流できる場（たまり場）の提供を月１回第４木曜日に実施し、よ

り多くの市民に対して国際交流の機会を創出した。会員（団体）間で

情報共有を図り、国際交流活動推進の在り方について意見交換を行っ

た。

B
国際交流関連イ

ベント参加者数
500人 916人 718人 B

宗像市地域国際交流連絡協議会を中心として、市民レベルの

国際交流活動を推進した。

5



「子ども・子育て支援事業計画」実施状況
　＜基本方針Ⅰ　子どもが心豊かに育つまちづくり＞　　★重点施策

5か年(H27～R1)の実績及び達成度を選んだ理由

指標名 Ｒ元年度目標値 Ｒ元年度実績値 H30年度実績値

第１期計画

達成度

Ｒ元年度

評価

成果の目標値
令和元年度の実施計画事業名 【所管課】 事業概要 令和元年度実施状況
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★
青少年海外派遣事業

子ども育成

課

小中学生が国際的視野を持ち、学校生活や地域社

会でリーダーシップを発揮できるよう次世代層を

育成する。市内在住の小中学生をニュージーラン

ドに派遣し、学校交流やホームステイなどを行う

ことで異文化交流と生きた英語に触れる機会を提

供し、国際的視野を持った次世代層を育成する。

また、ニュージーランドからの使節団を受け入

れ、学校交流やホームステイを行う他、OB 会の

活動を支援する。

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、関係部署、関係団体の活

動を支援、コーディネートしていく。学校や地域、団体、企業等と積

極的に連携を図り、宗像国際育成プログラムや海外研修事業、宗像ガ

イド事業、イングリッシュ・キャンプ等を実施するとともに、APCC

や日本の次世代リーダー養成塾等と協力し、グローバル人材を育成す

る。宗像市グローバル人材育成協議会を中心に大学や市内国際交流団

体等と連携し、国際交流、事業参加者の交流や活動の場を提供するこ

とによりグローバル人材を育成する。宗像市グローバル人材育成プラ

ンの進捗管理を実施する。グローバル人材育成事業の効果的な実施の

あり方について検討を行う。

外国の文化や言語、生活を直接体験することで、国際的視野を持った

次世代層を養成し、生きた国際交流を実践することを目的とし、5回

の事前研修、7月30日～8月6日の8日間の本研修（ニュージーランド

派遣）、事後研修を実施した。市内在住の小中学生20人が参加した。

また、11月8日～11月12日の5日間で、ニュージーランドの中学生15

人が来日し、中央中学校で授業体験、給食やスポーツでの交流を行う

とともに、市内でホームステイを実施した。

B
ニュージーラン

ド派遣事業の延

べ参加者数

484人 484人 464人 B

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、各種人材

育成事業を実施するとともに産学官が連携した協議会

においてプランの進捗管理を行い市内人材育成の充実

が図れた
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★

子ども育成推進事業（イング

リッシュサマーキャンプ）

子ども育成

課

子ども基本条例が目指す子どもにやさしいまちづ

くりを推進するために、子どもの体験活動の充実

を図ることで、子どもの自尊感情を高め、個性を

伸ばすことで将来の夢を持つ子どもを育成する。

小学生を対象に普段とは異なる環境で英語を母国

語とする外国人と英会話による様々な体験活動を

行うことにより、コミュニケーション力の向上、

自己の役割の認識など将来のまちづくりに資する

人材の育成を図る。

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、関係部署、関係団体の活

動を支援、コーディネートしていく。学校や地域、団体、企業等と積

極的に連携を図り、宗像国際育成プログラムや海外研修事業、宗像ガ

イド事業、イングリッシュ・キャンプ等を実施するとともに、APCC

や日本の次世代リーダー養成塾等と協力し、グローバル人材を育成す

る。宗像市グローバル人材育成協議会を中心に大学や市内国際交流団

体等と連携し、国際交流、事業参加者の交流や活動の場を提供するこ

とによりグローバル人材を育成する。宗像市グローバル人材育成プラ

ンの進捗管理を実施する。グローバル人材育成事業の効果的な実施の

あり方について検討を行う。

より多くの児童が外国語活動の授業で学んだ表現等を外国人と実際の

状況に合わせて使う機会を提供し、外国語で積極的にコミュニケー

ションを図ろうとする態度を身に付けるとともに、外国語活動や外国

語科への学習意欲の向上を目的とし、グローバルアリーナと連携し、

6月11日～6月20日の期間中4回のキャンプを実施した。市内市立小学

校及び義務教育学校から選考した6校、第4学年全学級の児童381人が

参加した。平成30年度までの2泊3日宿泊型希望制（50人）の実施形

態から変更し、学校教育との連携を強化したことにより、より多くの

児童の事業参加が可能となった。

A

イングリッシュ

サマーキャンプ

事業の延べ参加

者数

498人 829人 448人 B

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、各種人材

育成事業を実施するとともに産学官が連携した協議会

においてプランの進捗管理を行い市内人材育成の充実

が図れた
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★

子ども育成推進事業（グロー

バル人材育成プログラム）

子ども育成

課

地域の若者を海外へ派遣し、同世代との交流を通

じて将来を担うグローバルな人材を育成すること

を目的とした宮若市、トヨタ自動車九州㈱、宗像

市による３者協働事業で、海外ホームステイや海

外企業の訪問を行い、日本経済を支える産業への

理解や異文化体験などを通じてグローバル人材の

育成を目指す。

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、関係部署、関係団体の活

動を支援、コーディネートしていく。学校や地域、団体、企業等と積

極的に連携を図り、宗像国際育成プログラムや海外研修事業、宗像ガ

イド事業、イングリッシュ・キャンプ等を実施するとともに、APCC

や日本の次世代リーダー養成塾等と協力し、グローバル人材を育成す

る。宗像市グローバル人材育成協議会を中心に大学や市内国際交流団

体等と連携し、国際交流、事業参加者の交流や活動の場を提供するこ

とによりグローバル人材を育成する。宗像市グローバル人材育成プラ

ンの進捗管理を実施する。グローバル人材育成事業の効果的な実施の

あり方について検討を行う。

①異文化体験を通じて、他国の歴史・文化への理解を深め、コミュニ

ケーション能力向上を図る②日本や地元地域についての紹介・意見交

換を通じて、その良さや伝統を再確認し、愛着をもってもらう③生産

拠点の訪問を通じて、日本経済を支えるモノづくりや自動車産業への

理解を深め、関心を高めてもらうことを目的とし、宮若市・トヨタ自

動車九州との３者連携事業として、4回の事前研修、8月5日～8月13

日の9日間の本研修（カナダ派遣）、成果発表会を実施した。宮若

市・トヨタ自動車枠とあわせて12人が参加し、そのうち宗像市枠とし

て、市内在住の高校生５人が参加した。

B
カナダ研修の延

べ参加者数（宗

像市民）

43人 43人 38人 B

宗像市グローバル人材育成プランに基づき、各種人材

育成事業を実施するとともに産学官が連携した協議会

においてプランの進捗管理を行い市内人材育成の充実

が図れた

38 子どもの権利救済事業
子ども支援

課

子ども基本条例に定める子どもの権利の侵害に対

する救済・回復を図るため、公的第三者機関であ

る子どもの権利救済委員及び救済委員を補佐する

子どもの権利相談員を置く。併せて相談窓口とし

てのむなかた子どもの権利相談室を設置し、子ど

もと関係者からの相談・救済申立てなどに基づ

き、助言・調査・調整・要請・勧告などを実施す

る。

・子どもの権利救済機関及び及び子どもの権利相談室におい

て個別の児童・生徒の状況に応じた、電話や対面での相談を

適切に行う

・小中学校での出張相談を積極的に行い、児童・生徒が相談

しやすい環境づくりに努める。

子どもの権利相談室では、延べ638件（実件数182件）の相談に対応

した。出張相談会を小学校9校、中学校3校で実施し、各学校での啓発

活動及び、宗像市図書館で子どもの権利に関する特集展示や「子ども

の権利に関する講演会」での市民向け啓発活動を行った。これらの啓

発活動や出張相談会等により認知率は目標値を達成できた。
B

①子どもの権利相

談室認知率（子ど

もの権利相談室の

ことを知っている

子どもの割合）

②子どもの権利相

談室相談件数

①90%

②－

①92.1%

②638件

①95.6%

②626件
B

子どもの権利救済委員会や随時行う相談対応により子

どもの権利を守るための支援ができた。各小中学校で

の相談会を行うことで、児童・生徒の身近な場所で安

心して相談できる環境づくりができた。

39 子ども家庭相談事業
子ども支援

課

要保護児童対策地域協議会のネットワーク機能を

活用しつつ、要保護児童、要支援児童、特定妊

婦、ひとり親家庭への相談援助活動を実施する。

また、要保護児童対策地域協議会の広報・啓発・

研修機能を活用しつつ、児童虐待の発生予防、発

見・通告義務の周知、児童虐待をはじめとする要

保護児童などへの対応研修などの児童虐待防止活

動などを実施する。家庭児童相談室における子ど

も家庭相談援助活動の体制強化を図る。ケース検

討会議を更に活発に実施することなどを通じて、

子どもがかかわるすべての関係機関や施設など連

携を図ることにより、より効果的な援助活動を推

進する。

・子ども家庭相談員とスクールソーシャルワーカーを拡充

し、子ども家庭支援における福祉と教育の相談対応を一体的

に行う。また、センター内の発達支援室、適応指導教室との

連携強化を継続して行う。

・要保護児童対策地域協議会を全小中学校で開催する。

・多様化する相談支援内容に対応するため、正職員や専門職

の能力の向上や標準化に努める。また、業務の緊急性や重要

度等評価し、職員の適正配置や体制の強化について協議す

る。

・子ども相談支援センターとして、妊産婦・子どもに関する不安や悩

み、虐待や不登校等の家庭や学校などの心配事に関する総合相談窓口

の機能を充実するため、職員体制の拡充を図った。（子ども家庭相談

員　常勤3人　スクールソーシャルワーカー　常勤2人）

・要保護児童対策地域協議会を開催し、幼稚園・保育園・学校や児童

相談所・警察署等関係機関との連携を強化し、相談支援体制の構築に

務めた。（代表者会議1回・実務者会議24回・個別ケース検討会議20

回）

B
家庭児童相談室

相談件数
-

・子ども家

庭相談員対

応件数

10,642件

・スクール

ソーシャル

ワーカー対

応件数

1,865件

・子ども家庭

相談員対応件

数

8,669件

・スクール

ソーシャル

ワーカー対応

件数

1,491件

B

・スクールソーシャルワーカーの常勤配置により、小

中学校からの相談を速やかに聞き取り対応ができ、不

登校の相談対応や育児支援が適切に実施できた。
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★
放課後子ども総合プラン事業

子ども育成

課

全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ご

し、多様な体験活動を行うことができるよう国の

放課後子ども総合プランを活用して放課後子ども

教室の整備を行う。放課後児童クラブ（学童保

育）との連携、地域住民の参画を得て、放課後等

に地域内の全児童を対象として学習や体験・交流

活動等を行う寺子屋、学び塾等を開設する。

実施を希望する学校、コミュニティを調査、把握

し、実施に向けて計画的な整備を推進する。教育

委員会、学童保育関係者の理解、協力により実施

体制を構築する。（平成31年度までに、市内５小

学校区での実施を目指す。）

就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験活動

を行うことができるよう学童保育所及び地域住民の参画を得

て、学習支援や体験交流活動等を市内6カ所（吉武、赤間西、

日の里、玄海、岬、大島）で行う。

就学児童に対し、６地区(吉武、赤間西、日の里、玄海、岬、大島)の

コミュニティ運営協議会に委託し、放課後等の学習支援、多様な体験

活動を実施した。また、大島地区では、中学生（義務教育学校後期課

程）対象の学習支援事業（ネット寺子屋）も実施した。新型コロナウ

イルス感染拡大防止のために3月の事業は実施できなかった。

C

①放課後子ども

総合プラン事業

開催地区数

②放課後子ども

総合プラン事業

参加者数

①6地区

②7,200人

①6地区

②6,051人

①6地区

②6,676人

B

市内6カ所（吉武、赤間西、日の里、玄海、岬、大

島）にて学童保育所及び地域住民と協働し、就学児童

に放課後等の学習支援や多様な体験活動を行うことが

できる場を提供した。また、離島という地理的要因で

塾や習い事へ通うことが困難な地域においても、放課

後子ども教室の整備を行い、ネットを利用した学習支

援を実施した。
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「子ども・子育て支援事業計画」実施状況
　＜基本方針Ⅰ　子どもが心豊かに育つまちづくり＞　　★重点施策

5か年(H27～R1)の実績及び達成度を選んだ理由

指標名 Ｒ元年度目標値 Ｒ元年度実績値 H30年度実績値

第１期計画

達成度

Ｒ元年度

評価

成果の目標値
令和元年度の実施計画事業名 【所管課】 事業概要 令和元年度実施状況

97 世界遺産学習推進事業 教育政策課

世界遺産学習検討委員会を設置して、世界遺産学

習に関する研究を行い、カリキュラムや教材を作

成する。児童生徒が世界遺産候補をはじめとする

歴史文化について学習する際のバス代を助成す

る。世界遺産学習連絡協議会に加入して、他自治

体と情報交換を行うとともに、本市について広く

PRする。

世界遺産学習を市内の全市立学校で継続実施する。また、昨

年度に引き続き、市立小・義務教育学校の児童が世界遺産の

歴史文化を学習する際のバス代を助成し、本市にある貴重な

文化財に触れ合い、地域に誇りを感じてもらう機会を設け

る。

元年度から、市立学校からの行政職員（ゲストティー

チャー）のリクエストや社会科見学の施設見学申込の依頼窓

口を教育政策課に一本化する「ふるさとふるふる講座」を開

設し制度利用の周知に努める。

すべての小学校及び義務教育学校において、世界遺産学習が行われ、

本市が有する貴重な文化財に触れることを通し、地域の誇りを育むこ

とに努めた。

また、「ふるさとふるふる講座」を開設し、市職員をゲストティー

チャーとして派遣した。 B

「宗像沖ノ島と

関連遺産郡」の

体験学習実施校

数

15校 15校 14校 B

平成28年度より取組が始まった事業であり、今後の世

界遺産学習を核としたふるさと学習の推進継続が必要

であると考える。宗像市に誇りと愛着を持った子ども

たちの育成に今後も尽力していたい。

B評価とした理由は、令和元年度から開設した「ふる

さとふるふる講座」のメニュー拡充が今後の課題と

なっているため。
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